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幼児教育無償化に関する説明会
(認可外保育施設等)

令和元年７月２４日（水）

世田谷区保育担当部保育認定・調整課

区追加

・令和元年５月３０日の都道府県向け説明会資料から、認
可外保育施設に関する部分を抜粋
（説明会資料全体は内閣府HPに掲載有り）

・一部、区作成資料を追加(右上に区追加と表記)
→無償化開始にあたって、施設で行っていただきたいこと
などを記載しています。

本日の資料について
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区追加説明会次第

・無償化制度の説明

・東京都の補助制度を含めた区の補助制度概要

・質疑応答

区追加はじめに

①無償化
子ども・子育て支援法に基づき実施
・全国共通の制度

②上乗せ補助
自治体により有無、内容は様々

無償化

上乗せ
補助

利用者への
最大金額

イメージ
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区追加認定の種類と利用施設

認定区分
教育・保育給付認定
（現在の支給認定）

施設等利用給付認定
（新しい認定）

１号
新制度幼稚園
認定こども園(幼稚園枠) 未移行幼稚園

２号
認可保育園等
企業主導型保育事業

認可外保育施設等（企業主導型以外）

３号
認可保育園等
企業主導型保育事業

認可外保育施設等（企業主導型以外）

区追加認可外保育施設に関する条例制定について

・国制度は経過措置として、指導監督基準を満たしていな
い場合でも、５年間の猶予期間中は無償化の対象。

・世田谷区では令和３年４月より、無償化の対象範囲を
『指導監督基準を満たす認可外保育施設』とする条例の
制定を目指す。
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区追加

・無償化は子ども・子育て支援法により、全国共通で実施。

・自治体が「確認」を行った施設・事業が無償化の対象
→確認申請書の提出をお願いします。（８月３０日締切）

・「認定」を受けた子どもが無償化の対象
→居住自治体へ「認定」の手続きを行うよう利用者への案
内をお願いします。（特に転居した利用者）

・世田谷区では無償化の対象範囲を限定する条例制定を
検討（令和３年４月施行予定）

1～26ページのポイントとお願い
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Nagashima103
四角
ここにメモを書いてください。
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Nagashima103
四角
ここにメモを書いてください。



9
044

35



10
045

36



11046

37



12
047

38



13048

39



14049

40



15050

41



21056

42



22057

43



25060

44



27062

45



29
064

46



35
070

47



区追加28～47ページのポイントとお願い

・9月末までに世田谷区が「確認」したことを公示します。
→確認申請書の提出をお願いします。（８月３０日締切）

・利用者から区への施設等利用費の請求には「領収書」
「提供証明書」の添付が必要
→「領収書」「提供証明書」の発行をお願いします。

・企業主導型保育事業について、利用状況は利用者から
区へ報告（施設⇔区のやりとりは生じない想定）

・請求に関する各種様式は現在作成中
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区追加49～68ページのポイントとお願い

・幼稚園の預かり保育が十分な水準でない場合、認可外
保育施設等の利用費も無償化の対象。（上限1.13万円)
⇔全ての幼稚園利用者が対象となるわけではない

・保育士、看護師以外の居宅訪問型保育事業従事者は
一定の研修受講が必要。

・事業所内保育施設も届出が必要となった。
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区追加70～72ページのポイントとお願い

・月途中で入園、退園、転入、転出があった場合、施設等
利用費は日割り計算

・無償化は利用者の負担軽減が目的

①質の向上を伴わない保育料の引き上げは行わないでく
ださい。

②値上げの際は理由等を利用者へ丁寧に説明してくださ
い
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東京都の補助制度を含めた
区の補助制度概要

区追加
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平成３１年度 認可外保育施設利用支援事業の拡充 

〈１０月以降：無償化に伴う再構築・多子世帯に対する新たな支援〉 

 
    

事業概要（目的） 

○ 待機児童の解消に向けて、区市町村が実施する認可外保育施設利用者に対する負担軽減に係る費用の一部を補助することにより、認可外保 

  育施設の利用者を支援するとともに、地域の実情に応じた保育サービスの整備促進や質の向上を図る。   【待機児童解消に向けた緊急対策】 

○ 安心して子供を産み育てられるよう、多子世帯に対し、認可外保育施設の利用料の負担軽減を図る区市町村を支援する。  【2019年10月以降】 

 
    

（単位：児/月）

都1/2 － 都1/2 都10/10

第１子 －

第２子 1.4万円

第３子以降 2.7万円

第１子 2.5万円 －

第２子 1.2万円 1.3万円

第３子以降 － 2.5万円

第１子 2万円 －

第２子 1万円 1万円

第３子以降 － 2万円

2019年10月以降

幼児教育の無

償化（国）

０～２

歳児

課税

世帯
－

非課税

世帯
4.2万円

4万円

4万円

現状

(2019年

 9月まで)

利用者支援

(再構築)

補助対象施設

１．認証保育所

２．家庭的保育事業（都制度）

３．認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の

　証明書が交付されている認可外保育施設等

３～５歳児 3.7万円

多子世帯支援

(新たな支援)

補助率

補助

基準額

〈 補助概要 〉 

令 和 元 年 ５ 月 

東 京 都 保 育 支 援 課 

※ 制度の詳細は、今後、決定 

３～５歳児

軽

減

前

０～２歳児

9

月

ま

で

10

月

以

降

＜認証保育所の運営に要する費用＞

＜利用者負担の軽減＞

保育料

６．７万円（０～２歳児平均）

利用支援事業

４万円
保育料

無償化

４．２万円

利用支援事業

（利用＋多子）

２．５万円

利用支援事業

（利用）

４万円（上限）

利用支援事業

（多子）

２．７万円

＜非課税世帯＞

＜課税世帯＞

認可外保育施設利用支援事業による負担軽減

運営費

（公定価格の１/２相当）

保育料

６．５万円（０～５歳児平均）

利用者負担（１/２）運営費補助（１/２）

保育料

５．７万円（３～５歳児平均）

利用支援事業

４万円
保育料

無償化

３．７万円

利用支援事業

（利用＋多子）

２万円

（参考）認証保育所イメージ ○ ９月までは、現状の補助制度を継続 

○ 10月以降は、無償化に伴う再構築及び多子世帯に対する新たな支援 

 ・ 「利用者支援」、「多子世帯支援」に区分し、補助率を設定 

 ・  国の無償化を踏まえ、年齢、課税状況等に応じた補助基準額を設定 
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区追加保育室

①無償化の対象者
４５,０００円

②無償化の対象者以外
認可保育園の保育料との差額(現行から変更なし)
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現行

0～3歳

※認定ある人のみ
【負担割合】

指導監督基準を満たすベビーホテル・その他等
(これまで区の保育料補助の対象だった施設)

無償化の対象者 無償化の対象者以外

国・・・国１／２、都１／４、区１／４
都（利用支援事業）・・・都１／２、区１／２
都（多子世帯支援）・・・都１０／１０

3～5歳(無償化の対象) 0～2歳(非課税世帯) 0～2歳(課税世帯)

無償化後 無償化後 無償化後

国
(無償化)
37,000

都
(利)

0～40,000
(所得判定)

都(多)
13,000

57,000
54,000

都
(利)
20,000

都(利)
10,000 都

(多)
20,000

67,000

都
(利)
25,000

都(利)
12,000 都

(多)
25,000

都(多)
14,000都(多)

10,00040,000

国
(無償化)
42,000

都
(利)

0～40,000
(所得判定)

都(多)
27,000

第

1
子

第

2
子

第

3
子
以

第

1
子

第

2
子

第

3
子
以
降

第

1
子

第

2
子

第

3
子
以
降
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現行

※認定ある人のみ
【負担割合】

指導監督基準を満たす事業所内、院内

67,000

都
(多)
25,000都

(利)
20,000

都(利)
10,000

都
(利)
25,000

都(利)
12,000

国
(無償化)
42,000

57,000

都
(多)
20,000

都(多)
13,000

国
(無償化)
37,000 都

(多)
25,000都(多)

13,000

都(多)
10,000

無償化後 無償化後 無償化後

3～5歳(無償化の対象) 0～2歳(非課税世帯) 0～2歳(課税世帯)

無償化の対象者 無償化の対象者以外

国・・・国１／２、都１／４、区１／４
都（利用支援事業）・・・都１／２、区１／２
都（多子世帯支援）・・・都１０／１０

第

1
子

第

2
子

第

3
子
以

第

1
子

第

2
子

第

3
子
以
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第

1
子

第

2
子

第

3
子
以
降

79



現行

0～5歳

※実線部分を実施する。点線部分は実施しない。

企業主導型保育事業

3～5歳 0～2歳(非課税世帯) 0～2歳(課税世帯)

無償化後
(認定有り)

無償化後
(認定無し)

無償化後
(認定有り)

無償化後
(認定無し)

無償化後
(認定有り)

無償化後
(認定無し)

都
(利)
25,000

都(利)
12,000

都
(多)
25,000

都
(利)
25,000

都(利)
12,000 都

(多)
25,000

都
(利)
40,000

都
(利)
40,000

3歳 31,100

国
(無償化)
現物支給

4歳以上 27,600

都
(多)
25,000

都
(利)
20,000

都(利)
10,000 都

(多)
20,000

補助
無し 都(多)

13,000
都(多)
10,000

国
(無償化)
現物支給

都(多)
13,000

都(多)
13,000都

(利)
20,000

約62,000

都
(多)
25,000

約52,000

都(利)
10,000 都

(多)
20,000

都(多)
13,000

都(多)
10,000

約37,000

第

1
子

第

2
子

第
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子
以
降

第

1
子

第
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子

第
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子
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区追加74～80ページのポイントとお願い

・申請の手続きは一括で行えるよう検討中

・【認証保育所】これまでの補助水準を維持するための区
単費部分は令和２年度まで。
→可能な限り、「認定」の申請を行うよう利用者へご案内
いただきたい。
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区追加区のスケジュール

8月上旬 施設等利用給付認定申請書配付（区→区民）

8月30日 確認申請書締切り（施設→区）

9月下旬 無償化対象施設公示

1月上旬 無償化・補助申請書配付（区→区民）
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